
指定信用情報機関

貸金業法における指定信用情報機関制度の概要図

内閣総理大臣 （金融庁）
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加入貸金業者

・個人信用情報
（残高等）の情報交流
及び手数料の徴収

・天災等による業務の
休止及び再開の通知

【経営管理等】

【業務の適切性】

【業務規程関係】

・適切な経営管理
・人的構成（秘密保持の義務） 等

・信用情報の収集・提供
・他の指定信用情報機関との連携
・信用情報の安全管理
・信用情報の正確性
・公正妥当な料金
・業務委託及び委託先の監督
・苦情処理
・加入貸金業者の監督
・統計資料の作成・公表 等

・返済能力調査に伴う指定信用情報
機関の利用

・個人信用情報の全件登録

・返済能力の調査
・過剰貸付の禁止
・信用情報の目的外使用等の禁止 等

・信用情報提供契約

・全信用情報を名寄せして提供
・差別的取扱いの禁止
・監督
・天災等による業務の休止及び
再開の通知

・加入指定信用情報機関の公表

・加入貸金業者名簿の公開
・統計の公表
・苦情の処理

・指定
・役員の兼職の認可
・兼業の承認
・業務委託の承認
・業務規程の認可

・報告徴収及び立入検査
・業務改善命令
・休廃止の認可
・指定取消
・信用情報提供等業務移転命令

・指定申請
・兼業の廃止の届出
・届出事項変更の届出
・信用情報提供契約の締結等の届出
・業務及び財産に関する報告書の提出
・天災等による業務の休止及び再開の届出

・借入れの申込

・貸付け、借入れの返済

・信用情報提供の同意取得

【指定の要件】

・法人であること
・法令等に違反してないこと
・役員が法令等に違反してないこと
・加入貸金業者数が１００以上

・保有する個人信用情報に係る貸付けの残高の合計金額５兆円以上
・貸借対照表に計上された純資産の額が５億円以上
・信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行できる知識及び経験を
有する人的構成であること。

・反社会的勢力による被害の防止
・役員の兼職の制限
・兼業の制限
・信用情報提供等業務の委託
・差別的取扱いの禁止
・システムリスク管理 等


